
「国連大学の諸機関の研究プログラムは、とくに次の主題

を含むものとする。…文化、言語および社会体制を異に

する人びとの共存。国家間の友好関係ならびに平和およ

び安全の維持。人権。…生活の質の向上にかかわる人類

の普遍的価値」

［国連大学憲章　第1条第3項］

国連大学の「平和とガバナンス」プログラムは、現下の

課題に対し政策指向型提言を行うとともに、平和、安全

保障、ガバナンスに影響を及ぼす恐れのある長期的傾向

やパターンをとらえる研究を実施・支援することによって、

持続可能な平和とグッド・ガバナンス（良い統治）の推進に

資するものである。その活動は、今日人類が直面する複

雑な課題を前向きでユニークなアプローチでとらえると

いう、平和・ガバナンス・安全保障の概念を広義に捉えた

ものとなっている。

「平和とガバナンス」プログラムでは2003年、次の4つ

のテーマを中心とする研究・政策分析を行った。

• 紛争と安全保障

• 人権と倫理

• 政策と制度的枠組み

• 国際秩序と国際正義

これら4分野で実施されたプロジェクトにおいては、グ

ローバル・ガバナンスと安全保障の緊急課題をより広く深

く理解し、要すれば実際的な政策の「処方箋」を提示する

ことをねらいとしながら、政策に応用しうる研究成果が

模索されている。世界の学者・実務者によるネットワーク

タイプの組織で運営され、それにより世界のリソースと

情報を最大限に活用しているのが、これらプロジェクト

の特徴だ。

2003年には複数の長期プロジェクトが完了し、その結

果が発表されたほか、新規案件もいくつか発足した。本

章では、「平和とガバナンス」プログラムで2003年に実施

されたプロジェクトの中から、特筆に価するものを幅広

く選んで紹介する。

紛争と安全保障

紛争と安全保障に関する研究内容をみてみると、冷戦

後における戦争と平和という問題の複雑で難解な本質が、

そのまま浮き彫りになっている。我々は今日、新しいタ

イプの紛争と安全保障上の脅威に直面しているが、問題

解決のためには、紛争の予防・解決と、安全管理のアプロ

ーチと構造を改善する必要がある。このテーマにおける

研究は、人間、国家、地域および国際安全保障に対する

脅威の根本的原因と、市民社会や国家・地域・国際的アク

ターが安全保障に果たす役割に焦点をあてており、紛争

予防と平和構築は特に重視されている。

紛争と安全保障に関するプロジェクトのねらいは、比

較分析を行うことによって、個別の地域や国レベルにお

いてはローカル・アクターが、また世界レベルでは国連が、

それぞれ応用できる教訓をみつけることである。以下に、

そのプロジェクト7件を紹介する。

「国家」のパフォーマンスは、多様な世界的緊急課題と

関わっている。「国家の機能保全（Making States Work）」

プロジェクトは、国家形成の成功条件、国家崩壊の影響、

さらには国家の能力やレジティマシー（正統性）の危機を

未然に防ぐための実効的な国内・国際戦略に対する理解を

深めるという、代表的な政策重視型研究イニシアチブで

ある。

本プロジェクトは国連大学が、米国の国際平和アカデ

ミー（IPA）とハーバード大学のカー人権センターと共同で

実施するもので、一国家の制度弱体や崩壊が、どのよう

国家の機能保全
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な状況で国際的な懸念材料となるのかに焦点を当ててい

る。総合分析と実行可能な政策提言を提供することによ

り、国家の性質の変化に関する研究と政策論議を推進さ

せることにポイントをおきつつ、政治権力（国家の領土に

より定義される）がどのように変化しているか、そして、

国際社会の安全保障にとってそれが何を意味するのかに

ついても考察を加えている。

本プロジェクトの参加者は2003年中、何度も会合を開

き、本格的な研究書の作成に着手した。本プロジェクト

から生まれた数多くの斬新な成果の大半は、国際的アク

ターの役割にも触れている。研究結果によれば、国家の

存続可能性と正統性を維持していくためには、賢明なロ

ーカル・リーダーシップの発揮、一貫した機構制度調整

と、国家課題を確立するための適切な国際援助とが欠か

せない。国際的アクターについては、その援助はしばし

ば必要とされるが、国家を外部から「機能させる」ことは

できないという、やや冷ややかな結論が出た。ローカル・

アクターは、国際世論の（しばしば移り気な）関心を捉え

ることで、自主責任（オーナーシップ）を担うとともに、

国のあり方に関する国民の議論を促さなければならない。

開発実務担当者、外交政策立案者、非政府組織（NGO）

はそれぞれ、共通の目的を持ちつつも異なる角度から、

紛争予防の議論に加わっているが、もっと互いに話し合

って協力の道を探る必要がある。異なる使命をおび、目

的や利害も異なるアクター（企業セクター、地域・国際経

済・政治機構など）による紛争予防への幅広い参画が求め

られている今日、コミュニケーションと協力のもつ意味

がますます高まっている。

プロジェクト「紛争予防：レトリック(言葉)から政策へ

（Conflict Prevention: From Rhetoric to Policy）」のねらい

は、紛争予防のコンテクストにおけるさまざまな任務、リ

ーダーシップ、資金調達、活動および「エントリーポイン

ト（入り口）」を理解することにある。その成果に基づく報

告書3冊が予定されている。

紛争を平和裏に解決できる堅固な制度を構築・維持して

いる社会がある一方で、体制が崩壊し、紛争解決手段と

して暴力が当たり前のように行使される社会があるのは

なぜか。この問題に対する答えは様々である。サブサハ

ラ・アフリカのように、植民地時代から引き継がれた脆弱

で略奪的な性質をもつ体制を政治エリートが私欲のため

に利用し、更に悪化するケースもあれば、旧ソ連・東欧諸

国のように、政治経済体制の急激な移行が原因となる場

合もある。シエラレオネやコンゴ民主共和国では、豊富

な天然資源をめぐって紛争が起きている。暴力紛争にお

いては経済が要因であることが少なくないが、問題のカ

ギは、各国がその富を賢く管理し、これを開発へとつな

げうる体制を保持しているかどうかにあるようだ。

第二次世界大戦後の、今とは大きく異なるグローバル・

システムを前提に設立された国連のシステムは懸命な取

り組みを続けてきたが、戦争や政治的混乱によって、国

際通貨基金（IMF）や世界銀行といった機関はその実効性

を次第に失ってしまった。国境を越えたテロ活動は根深

い不満を拠りどころに活発化しており、武力行使によっ

ても抑止しにくくなってしまった。こうした紛争のいわ

ば国際化の波が、特に貧しい国々の将来に大きな暗い影

を落としている。無策のままでは、数百万人が極貧状態

へと逆戻りしかねないのである。

アンゴラ、エリトリア、エチオピア、ギニアビサウ、モ

ザンビークのアフリカ5ヵ国が内戦後いかに復興を遂げた

かについて、国連大学世界開発経済研究所（UNU-WIDER）

が調査したところ、復興後の和平によって貧困層の命は

守られても、その生活は改善していないことがわかる。戦

争中に生活をむしばまれ、国家からうけるべきサービス

を破壊された貧困層は、国が平和を取り戻した時にその

復興をともに享受する力を失っているのである。しかも、

紛争後の支配者が復興のメリットを大多数の国民に分け

与える能力あるいは意志を欠いていれば、恩恵を得るの

は一部のエリート層に限られ、これが紛争再発の温床と

なることも多い（特にリベリアの状況は悲劇的）。

従って復興を幅広く成就するには、貧困層とそのコミ

ュニティーのニーズ、とりわけ女性と子どものニーズを

重視すべきだ。それはすなわち、公的資金を用いて辺境

紛争から復興へ

紛争予防
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の農村部から都市部の最貧地区にまで、基本的なサービ

スとインフラを行き渡らせることに他ならない。外国の

援助と債務救済を得られれば、このような戦略によって、

貧困層の生活を立て直せる可能性があるが、実際にこれ

を機能させるためには、活発な民間セクターと効果的（民

主的）な国家機関が必要だ。

幅広い復興を実現できたとしても、平和が保障される

とは限らない。政治・経済改革によって利益が損なわれる

ことを恐れる者が、再び戦争を起こして利益を取り戻そ

うとするかもしれないからである。よって、幅広い復興

を重視するだけではなく、戦争によって利益を得る集団

を封じ込めるための断固とした努力も伴っていなくては

ならない。その意味で、特にマネー・ロンダリングと武器

取引に対する国際的な対策が必要だろう。

「和平プロセスの妨害と悪用（Spoilers and Devious

Objectives in Peace Processes）」プロジェクトでは、紛争解

決プロセスを妨害する恐れのある要因を洗い出している。

「妨害者」と「妨害行為」はそれぞれ、多様な動機により多

様な手段で紛争の解決を阻んだり、損なったりする集団

およびその戦術と定義されている。

本プロジェクトでは2003年に2回の会合を開催。まず

5月にコロンボで開かれた計画策定ワークショップには、

プロジェクト関係者とスリランカを拠点に活動する専門

家らが出席し、研究課題と方法論を詰める上で重要な役

割を果たした。プロジェクトの起点を最初からスリラン

カとすることで、斬新なアイデアを取り込めただけでな

く、同国で進展しつつある紛争解決プロセス（プロジェク

トとの関連性が極めて高く、貴重なケーススタディとな

る）から多くを学ぶことができた。

次に、12月にブリュージュで開催された全体会合では、

重要な問題領域を中心に検討。今後の研究活動では、「妨

害者」と「妨害行為」の事例をできるだけ集めて比較研究

し、その戦略や動機、資金調達のパターンを実証するこ

とが決定された。また、「妨害行為」と「政略」（その反対

行動が、不公平あるいは不当に不利と見なされる諸条件

に基づく、理にかなったものとみなされた場合）がどう違

うのかも明らかにすることになった。和平プロセスでは

何が受入れ可能で何が不可能なのか、和平プロセスは「妨

害行為」（暴力を含む）にどこまで耐えられるのかといった

問題を検討することになる。プロジェクトはさらに、妨

害者の力を増幅するような環境変数（国外居住者集団など

の外部アクター、政治経済の状態、天然資源を巡る対立

の有無など）についても、そのパターン分析を行うことに

なる。

「トランス・コーカサスにおける地域協力と紛争予防

（Regional Cooperation and Conflict Prevention in the Trans-

Caucasus）」プロジェクトでは、旧ソ連諸国のうち安定度

の低い地域を対象とした研究である。激しい内戦（グルジ

アで2件とアゼルバイジャンで1件）は、同地域の社会構

造に劇的な影響をもたらし、自由で民主的な経済と政治

体制への移行を阻む一大要因となっている。

トランス・コーカサス地方ではこれまで、地域協力に関

する共通の見通しを立てる取り組みに地元の専門家を参

加させようという組織的な動きがほとんどなかった。本

プロジェクトは、コーカサス南部の3機関との提携によ

り、この空白を埋めようとするもので、学術的な分析に

基づき、協力イニシアチブに向けた具体的提言を既に提

出、事前に政治的解決が得られない場合でも実行可能で

あり、かつ信頼醸成にも資する（それにより紛争解決・予

防プロセスにも貢献する）ような選択肢も盛り込まれた。

プロジェクトの最終ワークショップは7月にジュネーブで

開催。成果を出版物に著す準備も進んでいる。

「大衆犯罪と紛争後の平和構築（Mass Crime and Post-

Conflict Peacebuilding）」プロジェクトは、紛争後の社会、

政治、経済的関係を再構築しつつある状態における犯罪

の影響にスポットを当てるもの。東ティモール、カンボ

ジア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、アルジェリア、

ルワンダ、シエラレオネ、グアテマラなど、新旧の事例

に基づいた研究を行っている。

プロジェクトでは紛争後のフェーズにおける個人、社

大衆犯罪と紛争後の和平

トランス・コーカサスにおける地域協力

和平プロセスの妨害者
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会全体、復興援助機関への影響を研究。政治学、社会学、

歴史学、哲学、人類学、法律および精神医学から学識者

の参加を得て、紛争後の和平・社会構築プロセスにおいて

一般犯罪がどのように対処されているか（また、対処され

るべきか）について、学際的な検討を加えようとしてい

る。この関係で2003年6月、米国際平和アカデミー（IPA）

との共催ワークショップがニューヨークで開催された。

2003年夏、「平和とガバナンス」プログラムは報告書

『難民と強制退去：国際社会の安全保障、人間の脆弱性と

国家』（原題 ÒRefugees and Forced Displacement: Interna-

tional Security, Human Vulnerability and the StateÓ）を発表

した。本書（国連事務総長の国連活動年次報告書にも取り

上げられた）は、安全保障論の立場から難民と強制退去の

問題を検討することで得られた識見と政策的意味につい

ての研究の集大成である。

プロジェクトでは、（1）領土不可侵性と国家主権を重視

する従来型の安全保障アプローチ、および、（2）個人を安

全保障分析・政策の客体に据える「人間の安全保障」アプ

ローチ、の2つの広義のモデルを適用した。従来型の国際

安全保障論では、難民と難民移住が周辺に追いやられて

いる。これに対し、本プロジェクトでは、避難民の発生

が、社会の内部や社会同士の紛争の原因にも結果にもな

りうることを実証するとともに、この意味で、難民の移

動管理と避難民の保護は安全保障政策や紛争管理と切り

離して考えるべきでないことを示そうとした。

プロジェクトは、個人とコミュニティーを重視する「人

間の安全保障」と主権国家と軍事力による領土保全を中心

とする従来型の「国家安全保障」モデルについて、国際法、

難民収容所、国内避難民、ジェンダーや移住、再定住、

帰還など、難民と強制退去に関連する問題に照らしつつ、

その違いを研究。更に、新たな「対テロ戦争」によってこ

れら課題のうち深刻化したものがあるかについても追究

を行った結果、安全保障分析（人間の安全保障を含む）に

おいて、より幅広いアプローチを採用すれば、強制退去

の犠牲者や政策分析にプラスの効果をもたらすのかとい

う問題が、本プロジェクトの底流をなすテーマとなった。

プロジェクトの成果をふまえて発表された報告書では、安

全保障上の懸念と人口移動の関連づけを図る上で、国際

社会が難民と避難民の問題を取り扱うための法的、政治

的、規範的、制度的、理念的枠組みの再評価が必要だと

論じている。
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「平和とガバナンス」プログラムの人権と倫理に関する

プロジェクトは、次の3つの仮定に基づいて策定されてい

る。すなわち、人権と倫理は無関係の領域ではなく、関

連し補完しあうものとしてとらえるべきであるという考

え、第二に、人権と倫理は、従来の安全保障問題の概念

を広げ、規範や価値判断を包む考え方として近年登場し

た「人間の安全保障」という概念の一部をなすということ。

そして、人権と倫理を基本に据えることで、「平和とガバ

ナンス」プログラムとしては、現代の国家内や国家間にお

ける民主的文化の創成と進歩をよりよく理解し、私達の

生活を構成している制度や価値について、その根本から

議論したいという仮定である。

以下に、その人権と倫理の問題に関わるプロジェクト

を紹介する。

暴力的紛争でもっとも弱い立場に置かれ、平和が戻っ

てからも戦争の後遺症に苦しみ続けるのが女性と子ども

である。紛争後の復興に重要な役割を果たす立場にある

にもかかわらず、紛争による影響、安定し繁栄した社会

の基盤を整備するといったプロセスにおいて、女性と子

どもは忘れられがちな存在だ。

プロジェクト「紛争後の平和構築における女性と子ど

も」（Women and Children in Post-Conflict Peacebuilding）

は、世界の事例研究に基づき、紛争後の平和構築におい

て女性と子どもが直面する課題をグローバルな観点から

比較研究しようとするもの。社会の経済的、政治的、文

化的構造を再建する際に、女性と子どものニーズと利益

を、できるだけ公正かつ実効的に考慮するための教訓を

導き出すことが、最終的なねらいだ。2003年7月にニュ
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